
○広報あかいわ広告掲載要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、赤磐市広告掲載取扱要綱（平成２３年赤磐市告示第８０号。以下「要

綱」という。）に基づき、広報あかいわに掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定

める。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、要綱に定めるもののほか、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 広報あかいわ 赤磐市（以下「市」という。）が発行する広報紙をいう。 

(２) 広告 文字又は画像で表示された情報で、赤磐市の公式ホームページなどインターネ

ット上では公開しない。 

（広告の規格及び掲載位置） 

第３条 広告は、広報あかいわに表示するものとし、その規格、掲載位置は別途仕様書で定

める。 

（広告の表示期間） 

第４条 広告の掲載期間は、各月号を単位とする。 

（広告の範囲） 

第５条 要綱及び赤磐市広告掲載基準（以下「基準」という。）に定めるもののほか、掲載

できない広告に関する基準は次の各号による。 

(１) アクセシビリティに配慮されていない配色のもの 

(２) その他広報あかいわに掲載する広告として適当でないと市長が判断するもの 

（広告取扱業者の選定） 

第６条 広告を表示できるもの（以下「広告取扱業者」という。）は、広告代理店とし、

赤磐市財務規則に基づき決定する。 

２ 前号により決定された広告取扱業者は、市と広報紙広告に関する契約を締結するものと

する。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第７条 広告原稿は、広報あかいわに広告の掲載を希望する事業者（以下「広告主」という。）

又は広告取扱業者が第５条の規定に基づき作成するものとする。 

２ 前項の規定による広告原稿作成に関する経費は、広告主又は広告取扱業者の負担とする。 

３ 広告取扱業者は、作成した広告原稿のほか必要書類等を添えた赤磐市広告掲載申込書を

市が指定する期日までに、市に提出するものとする。 

（広告内容の審査） 

第８条 市長は、前項の規定により原稿の提出があったときは、その内容について、申込書

の記載内容と相違していないこと、第５条各号に該当しないこと、その他提出された原稿

が適当であることを確認しなければならない。 

２ 市長は、前項の場合において、広告主から提出された原稿が適当でないと認めたときは、

広告取扱業者を通じ、広告主に対し原稿の内容変更を求めるものとする。 



 

（広告主の要件） 

第９条 広告主は、次の要件のすべてを満たす者とする。 

  ア 岡山県内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業者 

  イ 赤磐市暴力団排除条例（平成２３年赤磐市条例第１８号）第２条に定める暴力団

又は暴力団員等であると認められない者 

  ウ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体及びその団体に属しない者 

  エ 法令等に違反していない者 

  オ 事業所所在地の市町村税の滞納の無い者 

  カ 赤磐市税の滞納の無い者 

（掲載申込み） 

第１０条 広告主は、広告取扱業者に対し、広告掲載申込書、暴力団排除に係る誓約書、

会社の事業概況がわかる会社案内等の資料及び国・県・市町村民税等の滞納がないと証

明できるもの等の必要書類を提出し、広告の掲載申込みを行うものとする。 

（広告主の決定） 

第１１条 広告取扱業者は第１０条の規定により広告主から掲載申込みがあった場合、そ

の内容が第５条及び第９条の規定に反していないか確認の上、第７条第３項の規定によ

る赤磐市広告掲載申込書の提出時に市長に通知するものとする。 

２ 市長は、第７条第３項の規定による赤磐市広告掲載申込書の提出があった場合で必要と

認めるときは、広告取扱業者を通じ、広告主に資料の提出を求めることができる。 

３ 市長は、第１項の規定による掲載申込みがあったときは、第５条及び第９条の規定によ

り掲載の可否を決定し、赤磐市広告掲載可否決定通知書により通知する。 

（掲載料の納入） 

第１２条 広告取扱業者は、市長が指定する期日までに市が発行する納付書により広告掲

載料を納入しなければならない。 

（広告の掲載） 

第１３条 市長は、広告掲載料が納入され、かつ、第８条の規定により提出のあった原稿が

適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。 

（広告掲載承認の取消し等） 

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の承認を取消し、又は

掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。 

(１) 指定された期日までに広告取扱業者が掲載料を納入しなかったとき。 

(２) 指定された期日までに広告取扱業者が原稿を提出しなかったとき。 

(３) 第８条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。 

(４) その他広報あかいわへの広告掲載が不適当であると判断したとき。 

２ 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消した場合において、広告取扱業者及び広告

主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わず、既納の掲載料は、返還しな

い。 

 



 

（広告掲載の取りやめの申出） 

第１５条 広告主は、広告取扱業者を通じ、赤磐市ホームページ広告掲載取りやめ申出書を

市長に提出することにより、広告掲載の取りやめを申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があった場合は、これを認め、広告掲載をとりやめるも

のとする。 

（掲載料の不還付等） 

第１６条 市長は、広告取扱業者の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったと

きは、既納の広告料を返還しない。 

２ 広告取扱業者は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合

は、その損害を賠償するものとする。 

（広告取扱業者の責務） 

第１７条 広告取扱業者は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一

切の責任を負うものとする。 

２ 広告取扱業者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与え

る行為、その他の不正な行為を行ってはならない。 

３ 広告取扱業者は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告取扱業者の責任

及び負担において解決しなければならない。 

第１８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２６年３月２０日から施行する。 

附 則（令和５年２月８日） 

この要領は、令和５年２月８日から施行する。 


